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漢この書画ば傷害保険に関する重要事項(「契約概要」 「注意喚起情

報」等)についてご説明しています。

こ契約前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いします。

獲この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。

詳細については「ご契約のしおり煙道保険約款・特約)」に記載しています。必要に応じ

て当社ホームページ(https://Web・yakk肌msins.com/C胤se/item/栂)

に掲載のWeb約款をご覧いただくか、書面の「ご契約のしおり(普通保険約

款・特約)」を代理店・扱者または当社へご請求ください。

音「ご契約のしおり(普通保険約款・特約) 」は、ご契約後、保険証券と

籍囲藷診篭薯翳理解

鵜この書面の対象となる商品は以下の通りです。

ともにお届けします。ご契約時にWebで閲覧する方法(Web約款)

を選択されたお客さまは、当社ホームページをご確認ください(書

面の「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」はお届けしません)。

■ご契約の手続き完了後、 1か月を経過しても保険証券が届かない
場合は、当社までお問合わせください。

菓保険契約者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書
面の内容を必ずお伝えください。

営この書面は、ご契約後も保管してください。ご不明な点につきまし

ては、代理店・扱者または当社までお問合わせください。

藷欝言篤課謹話欝に圃閣議絹謹諒解豊

行事(レクリエーション)参加者の傷害危険補償契約 施設入場者の傷害危険補償契約 交通乗用具搭乗中の傷害危険補償契約 

学校契約団体傷害保険契約 P丁A団体傷害保険契約 

重契約繍時制こおけるこ罷認事項帥.2_5 1・聾配架碧空
2・基本となる補償等 4.満期返れい金・契約者配当金

3.保険料の決定の仕組みと払込方法等

Ⅱ鞠締繍こおけるご注蘭噴油后∴圭:舞擬轢騒謹上・死亡保険金受取人

Ⅲ契網繊lこおけるご注意弼旺7
講讃議護認警ご連絡いただく事項)う・破保険勒らの醐

その他ご留意いただきたいこと や最終ページ

危険 傷害等の発生の可能性をいいます。

「後遺障害、始期日、手術、治療、通院、入院、保険期間、満期日」の用語の説明について

国圏「用語のご説明」を参照

鞠 琵蒜鰯繊案められた事

普通保険約款保険契約内容について、原則的な事項を定めたものです。

保険金 葦懇望認諾豊臆艶幣暴攫諜幣

保険契約看護籍翳盤諾みをする方であって、保険料の支払義

当社との問で問題を縮決できない場合

当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である-般社団法人

日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています.当社との間で問題を解決できない場合

には-般社団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。

一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター

[ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)] 0与70"022・808

・受付時間 平日9:1与-1 7:00(土日・祝日および年末年始を除きます)

・携帯電話からも利用でき表す。 iP電話からは03-4332-与241におかけください。
・おかけ間違いにご注意ください,

・詳細は、 -般社団法人日本損害保険協会のホームぺ-ジをご覧ください.

(https‥ //WWW"SOn P0.0r.j p/a bout/efforts/adr/i n dex. htm l)



量契約締結前書こおけるど確認事項

この説明蕾では煽蓉僅蔭lを説明しています。

傷害保険は、保険期間中に被保険者が下識こ掲げる活動中もしくは管理下中において、急激かつ偶然な外来の車敬によって傷害什ケ刺と

いいます)を被った場合に保険金をお支払いする保険です。ご詩聖の被保険者の範囲や保険金のお支払い対象となる事故の種類に合わせ

て、商品をご選択ください。詳細は代理店・扱者または当社までお聞合わせください。
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●学校契約団体陽憲 保険(管理下およ 

国

e 入院保険金、手術保険金および通院保険金については、事故の 

発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお、入 

び管理下外繍償) 特約 

院保険金または通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に 
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●学校契約団体傷害 保険(学校の謹選 下のみ輔償=フラン チャイズなし)特約 

学校の聾理下く叫こある閲の筆致。 (率洋学接の謹選下」の定義については、学校契約団体陽蓉保険 
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(掌鮫の管理下のみ縄領)(フランチャイズなし)特約をご参 照ください。 
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学校の管理下坤こある闇の電故。 入院保険金、手術保険金および通院保険金については、事故の 発生の臼から起算して保険謡券認識の日数(7臼または14日) が満了する日以降においてなお、入院保険金または通院保険 金の「保険金をお支払いする場合」に該当している場合に限り、 

_ヽ自.‾\‾●●- ●学校契約団体傷害 保険(学校の管理 下のみ総償)(フラン 

チャイズ7日、14日) 特約 
入院保険金、手術保険金または通院保険金のっちお支払いす べき保険金をお支払いします。 

く*)「学校の管理下」の定義については、学校契約団体鱗雷保険 
:∴∴∴;∴∴∴∴ (学校の管理下のみ補償)(フランチャイズ7日、14芭)特約 
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●学校契約団体陽蓉 保険(学校の管理下 

学校の管理下卑こない閲の事故。 
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入院保険金、手術繰陰金および通院保険釜については、寧故の 

発生の日から起算して7日が満了する日以降においてなお、入 

∴ ∴ 

; 蛍 擬保険金または通院保険金の「保険金をお支払いする場合」に 

外のみ捕鎖)特約 

該当している場合に限り、入院保険金、手術保険金または通院 保険金のうちお支払いすべき保険金をお支払いします。 (密)「学綾の管理下」の定義については、学校契約団体傷富保険 (学校の管理下外のみ鱒鰭)特約をご参照ください。 

●P丁A団体傷害保険 特約(日) 

「

\A A 
- 

P丁Aの父母蜜貴、教師蜜 翼」、「P丁Aの犀する学校・ 次に掲げる闇の事故 

p丁A団体億∴ 

億膏所に在籍する児童・生 ⑱被保険者がPTAの管理下においてPTA行事(泣叫こ参加してい 

徒」、「P丁A会費の同居の親 、ぴ
だ る閏 ノー、 巾をキ(澄‾参 - ‾亡一郎’● 穿 

族」およ「P丁A行事への 参加が車軸こP丁Aより認め られている方」 

②被保険者力丁A笹寧即し矛,加するための飾疋の場所と畠〕 との適鷲の経路の往復申 

(注) 「PTA行事」とは、日本国内においてP丁Aが企画・立案し主催するまたは共催する行事でPTA総会、運営委員会などPTA会期こ基づく手続きを経て決

定されたものをいいます。
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任意にセットできる主欄 

行事(レクリ工-シヨン)参加者の 傷萱危険滴償契約 

[行事参加畜脚往復途上傷蜜危険禰嶺特約 

熱中症危険輸鑓特約 

食中毒補償特約 

施設入場者の傷害危険捕償契約 ク 

[施設入場蓄用]往復途上傷害危険補償特約 

熱中症危険縮償特約 

食中毒鶴償特約 

(1 )基本となる捕慣軽重萎襲華麗繭顛題頚・

基本となる捕健は、次のとおり構成されています。

また、保険金をお支払いする場合および保険金をお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳細は、聾通保険約款・特約をご確認く
ださい。

事故の発生の臼からその日を含めて1 8〇日以内に死亡した

場合に、死亡・後邁簿審保険金額の全額をお支払いします。た

だし、既に支払った後邁障害鰊陰金がある場合は、保険金額

から轍こ支払った金額を差し引いた残額をお支払いします。

事故の発生の日からその日を含めて1 8〇日以内に約款所定

の後遺陸竃が発生した場合に、後遺障害の謹度に応じて、死
亡・後遺障害保険金額の1 ○○%費4%をお支払いします。ただ

し、保険期間を通じて合算し、死亡・接遇欝蓄保険金額が限度
となります。

密教の発生の日からその日を含めて1 80日以内に入院した

場合に、入院の日数に対して、 1目につき入院保険金日額をお

支払いします。ただし、 1事故につき、 18〇日を限度とします。

また、事故の発生の臼からその日を含めて支払対豪期間
(1 80部が満了した日の翌日以降の入院に対しては保険金を

お支払いしません。

掌紋の発生の日からその日を含めて1 8〇日以矧こ約款所定

の手術を受けた場合に、 1回の手術について次の額をお支
払いします。

㊦入院中に受けた手術
‾

⑨・上託⑦以外の手術

事故の発生の日からその日を含めて1 8〇日以内に、約款新冠

の通院(往診、訪問診療およびオンライン診療を含みます。 )

をした場合に、通院の日数に対して、 1目につき通院保険金日

額をお支払いしますく事ただし、 1事故につき、 9〇日を限度とし

ます。また、寧故の発生の臼からその日を含めて支払対纂期

聞く1 8〇割が満了した翌日以降の通院に対しては保険金を

お支払いしません。
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・脳疾憲、病気または心神餐矢によるケガ

・妊娠、出産、早産または流産によるケガ

・自動車等の無資格運転、酒気帯び遷轟または硫薬等を使用し
て運転中のケガ

・桑用具を用いて競技等をしている閏のケガ

・ピッケルなど登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライ

ダー搭桑等の危険な通勤中のケガ

・地饗もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ(天

災危険禰饅特約をセットする場合は保険金をお支払いします。 〉

・もちうち癌・腰痛等で医学的他覚所見のないもの僅)

・入浴中の溺水(当社が保険金を支払うべきケガによって生じた

場合には、保険金をお支払いします。 )

・原因がいかなるときでも、誤隙によって生じた肺炎

など

※既に存在していた身体の謹書または病気の影響等に畠)ケガ等の程度が大きくなった場合は、その影響が劫、った場合に相当する金額をお支払いします。

(注)綬僚験書が自覚症状を訴えている場合であっても・脳波所見、理学的検査・紳緩学的検奮、臨床検奮、回線検査、眼科・草轟科検盃等によりその根
拠を馨鏡的に証明することができないものをいいます。



(2)保隕金額の設定田園謡滋軽量

保険金額の設定については、次の点にご注憲ください。また、お客さまのご契約の保険金額は、保険申込竃をご確認ください。

●各保険金額・日額は、引受けの限度額があります。保険金額・日額は被保険者の年令・収入等に照らして適切な額となるように設定し

てください。お引受できない保険金額・ご契約条件等もありますのでご注意ください。

●通院保険金日額は、入院保険金日額を超えて設定することはできません。

※便通乗用冥搭嚢中の傷害危険禰餞薬約」の場合は、定員数の保険金額総額をお決めいただきます。なお、被保険蓄1名に対する保険金額は・設定
された保険金額総額を定員数で割った韻匡)となります。

(*)ケガを被った被保険者数が定員数より多い場合は、被保険者数で割った額となります。

●保険金額・日額は、高額療養費制度等の公的保険制慶を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましてば金融庁の

ホームページ(https://WWW.fsa.go.」p/Ordinary/insu「紬Ce-POrta冊ml)等をご確認ください。

(3)主な轄約の概要書饗艶翳調書

セットできる主な特納ま次のとおりです。また、ご選択いただいた商品によリセットできない場合がありますのでご注意ください。

※特約の詳細および認識のない蒋細こついては、普通保険約款・特約をご撥認ください。

(4)保険期間および捕鱒の開始・終了時期

①保険期間:保険期間は商品内容に合わせて1年以内で設定してください(ご契約内容によっては保険期間1年となります)。実際に

契約する保険期間については、保険申込書をご確認ください。

②捕儀の開始:始期日の午後4時(保険申込蓄またはセットされる特約に曇なる時刻鵬己戴されているときはその時刻)に始まり

ます。

③補償の終了:満期日の午後4時(保険申込蓄またはセットされる精細こ異なる時刻が認識されているときはその疇刻)に終わり
ます。●

※上蓋削こよらず、以下のご契約の場合の補償は、始期日の午前〇時に始まり、午後1 2時に終わります。

●行事(レクリエーション)参加篭の傷害危険輔償契約

●施設入場者の傷害危険補憤契約

●包括契約特約をセットした交通桑用真澄桑中の傷害危険捕償契約
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(1 )保険料の決定の仕組み毎霞轟薗国論

①保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。実際に契約する保険料Iよ保険申込書をご確認ください。

②この保険契約の最低保険料は1保険契約につき1 ,〇〇〇円となります。なお、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が条件と

なります。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

(2)保険料の払込方法垂璽堕重要

最低保険料の取扱いについて知りたい場合

闇惑撮低保険料につし\て」を参照

①保険料の払込方法は、ご契約時に保険料の全額を払い込む-時払と、複数の回数に分けて払い込む分割払とがあります(行事(レク

リエーション)参加者の傷害危険補償契約、施設入場者の傷害危険補償契約、交通実用具搭乗中の傷害危険補償契約、 P丁A団体傷

害保険契約の場合は〇時弘に限ります。 )。学校契約団体傷害保険契約で分割払の場合にば保険料は割増とはなりません。また、ス

マホ決済や当社の指定するクレジットカードまたは請求書による払込方式などもあります。ただし、ご契約内容または代理店・扱者に

よってはお取扱いできない場合があります。ク

※ 1現金による払込みの場合、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますのi雪、お確かめください。

※之包括契約の場合は、ご契約時に暫定保険料を払い込み、保険期
詳細は、後記 その他ご留意いただきたいこと

間終了後に確定保険料との差額を精算いただく方法(確定精算)となります。
田確定精算をご確認ください。

②保険料ば保険料の払込みが猶予される場合を除き、ご契約およびご契約内容の変更と同時に払い込んでください。始期日以降で

あっても、代理店・扱者または当社が保険料を領収する前に発生した事故等に対しては保険金をお支払いできません。

(3)保険料の払込猶予期間等の取扱い

①保険料は、ご契約と同時に払い込んでください。なお、学校契約団体傷害保険では、保険料を分割して払い込んでいただくことも

可能です。詳細は特約の「保険料の分割払」の項目に記載されておりますのでご確認ください。

②学校契約団体傷害保険の分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または-

部が失効(または終了)したときには、末払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。

③初回保険料を口座振替で払い込んでいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前

日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用憲ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないこと
があります。

初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料を払い込んでください。

当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。

この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

与



Ⅱ契約締結時lこおけるご注意事項

( 1 )保険契約書または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項につい

て、事実を正樹こ知らせる義務のことです。

(2)告知事項とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に認識された内容のうち、 「※」印がついてい

る項目のことです。

この頃目について敬譲または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、

保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の認識内容を必ずご確認ください。

この保険は保険親閲が1年以下のみとなるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うこと

はできません。

(1 )行事(レクリ工-シヨン)参加者の傷害危険補償契約、施設入場者の傷害危険補償契約、交通薬用真澄桑中の傷害危険捕償契約、 P丁A団

体傷害保険(準誌名式契約) (注)、学校契約団体傷害保険(被保険者名を認識しない方式)については、死亡保険金受取人を法定相続人以

外の方に定めることはできません。

(2)死亡保険金受取人を定めなかった場合、死亡保険金は、被保険者の法定楷続人にお支払いします。なお、法定相続人とは民法で定めら

れた被相続人の財霞を相続できる人をいい、法律上の婚姻関係にない配偶者を含みません。

(3)死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合にば必ず被保険者の岡憲を得てください。なお、同意のな

いまま契約された場合、保険契約は無効となります。

(注)準詫名武契約とば団体と-定の関係にある方を被保険蓄とし、明輝竃に被保険者氏名を認識することなくあらかじめ定めた条件で補償する契約方法

です。なお、ご契約にあたっては、被保険者名簿の備え付けが必要です。
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Ⅲ契約締結後lこおけるご注意事項

次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱蓄または当社までご連絡ください。

ご契約を解約する場合は、ご契約の代理店・扱者または当社までお申出ください。

●薫諾意蒜欝学籍蒜黙認誌繋ぎあった期間の探険料を、鞠返れい金として返還します〈注) Q
●始期目から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。
追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合ばご契約を解除することがあります。

(注) P丁A団体傷害保険契約など解約返れい金がない場合があります。

破保険竃が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。
この場合、保険契約書はご契約を解約しなければなりません。

ただし、この場合において、当社が未払込保険料を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。

※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。

保険契約書と被保険者が異なる場合で㌔夜保険者が解約を希望するとき

圏惑「被保険者による保険契約の解緋諦熟こついて」を参照
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その他ご留意いただきたいこと

細事敵が起こった場合
事故が起こった場合、事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご契

約の代理店・扱者または当社にご連絡ください。

ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保

険金をお支払いすることがあります。

保険金の請求を行う場合は、普通保険約款・特約に定める保険金讃歌こ必要

な書類のほか、 「ご契約のしおり(普通保険約款・締約)」の「保険金のご請求時

にご提出いただく書類」に定める書類等をご提出いただく必要があります。

事故時の手続き等について知りたい場合

園虹事故が起こった場合の手続き」を参照

日個人情報の取扱い
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行

のために利用するほか、当社およびMS&ADインシ「アランスグループの

それぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・

サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のため

に利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用す

ることがあります。

損害保険・生命保険商品、 ∴あよ∴∴ 

# :∴トの高 晶・ 投資信託・ローン等の金融商品、 

夢 翻、 i」メソマネジメントサービス 

自動車購入・車検の斡旋 

● 

欝臆、 

瞥 軸晒 

上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用日

的i宗法合筆に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範

囲に限定します。

また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、

業務委託先(保険代理店を含む) 、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支

払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することが

あります。

●契約等の情報交換について

当社は、この保険契約に関する個人情矧こついて、保険契約の締結なら

びに保険金支払いの健全な運営のため、 -般社団法人日本旗苫保険協会、

損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施

することがあります。

●再保険について

当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契

約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等

(海外にあるものを含む)に提供することがあります。

当社の個人情報の取救いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ

会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ

(h††ps://WWW.m訂ns.com)をご覧ください。

田契約取扱書の権限
契約取扱者が代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を

句し、保険契約の締結・保険料の領収・保検料領収証の発行・ご契約の管

理などの業務を行っています。

したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につき

ましては、当社と直接契約されたものとなります。

田確定満等
保険料を見込人数や台数等をもとに計算した暫定保険料等により契約し

た保険契約は、満期後に確定保険料との差額をご精算いただく契約方式

となります。なお、契約内容により一定の条件に合致した場合、 「保険料確

定特約」をセットすることにより、確定精算を不要とする契約方式を選択で

きます。その場合には、保険料の確定精算省随に関する同意および告知に

関する書類を提出してください。

田重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと

があります。

田継続契約について
(1)保険金請求状況などによっては、保険期間終了後、ご契約を継続でき

ないことや、補償内容を変更することがあります。

(2)当社が、普通保険約款、特約、保険料率等を改定した場合、改定日以

降を始期日とする継続契約には、その始期日における普通保険約款、

特約、保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償内容や

保険料が継続前のご契約と異なることやご契約を継続できないこと

がありま匂。あらかじめご了承ください。

田巽同保険
当社および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合は、それぞれの

引受保険会社は引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約

上の責任を負います。

田保険会社破綻時等の取扱い
損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、 「損

害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しています。

この保険は「損害保険契約者保護擬制の補償対象であり、損害保険会社が

破綻した場合でも、保険金、解約返れい金等は80%まで補償されます。

ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故

による保険金は1 ○○%補償されます。

その他、以“下の項目は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」をご輔認くだ

さい。

函虹無効、取消し、失効について」 「ご契約内容および事故報告内容の醇
謡について」

三井住友海上火災保険株式会社
田圃国INSURANCE GROしP

本店 〒101-80il 「東京都千代田区神田鞍河合3-9三井住友海上駿河台ピル

くチャットサポートやよくあるご質問などの各種サービス〉 こちらから

https :〃www. ms-1nS.COm/contactIccl アクセスできますト

〈お客さまデスの01 20-632-277憮料)

●ご相談′お申込先

4112〇 1 2025.02 (新) (62)


